
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方中枢拠点都市（圏） 

○  地方中枢拠点都市の要件を満たす市と近隣市町村が締結する「連携協
約」に、以下の役割ごとに具体的な取組を記載。 

地方圏 

基礎自治体による行政サービス提供のあり方 

○  地方中枢拠点都市の首長と近隣市町村の首長とが定期的に協議すべきことを「連携協約」に記載し、
丁寧な調整を担保。 
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②高次の都市機能の集積①経済成長のけん引

③生活関連機能サービスの向上

連携協約 連携協約

専門的人材の招へい
産学金官の共同研究・新製品開発支援
六次産業化支援 等

地域医療確保のための病院群輪番制の充実
子育て支援 等

高度医療の提供体制の充実
グローバル人材の大学への招へい 等

※  地方中枢拠点都市の要件：㋐政令指定都市、新中核市（地方自治法改正により人口
20万人以上に要件を緩和予定）、㋑昼夜間人口比率１以上。全国で61市が該当（平均
人口約45万人、中央値約34万人）。 

○  上記役割に応じて、地方中枢拠点都市となる市に対して地方財政措置（普通交付税及び特別交付税）。
今後、平成26年度実施の先行的モデル構築事業を検証し、地方財政措置の詳細について具体化。 

※ ③の役割については、地方中枢拠点都市と近隣市町村が協働しながら果たしていくものであることから、双方に対して地方財政措置。 

① 圏域全体の経済成長のけん引 
 都市圏域内の多様な資源・企業・人材を動員し、地方中枢拠点都市が
成長のエンジンとなり、産学金官民が連携して地方の経済をけん引 

② 高次の都市機能の集積 
 都市圏域全体に対する高度・専門的なサービスを提供し、グローバルな
人材が集まってくる環境を構築 

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 
 都市圏域全体の利便性を向上し、近隣市町村の住民のニーズにも対応 
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